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災害調査の実施要領等の改訂について

労働安全衛生法の制定および災害原因分類の改訂ならびに労働災害統計の改善等に対処して、今

般、昭和39年4月20日付け基発秘第5号通達「監督業務運営要領の改善について」中「4.災害調査に

ついて」(昭和46年2月19日付け基発第126号通達により一部改訂)を別添lのとおりに改訂するととも

に、災害調査復命書様式を別添2のとおり改めたので了知のうえ遺憾のないようにされたい。

なお、事故の型、起因物、加害物等の用語については、すでに送付ずみの「労働災害分類の手引」

を参照されたい。
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別添

4． 災害調査について

災害調査は、同種災害の再発を防止するため、災害を構成した起因物の不安全な状態および人

の不安全な行動を発見して、 これらを是正する方法を決定するためのものであることは、従来よ

り指示してきたところであるが、災害防止の徹底を期するため、今後における災害調査の実施要

領を次のとおり定め、事故処理要領の統一化と適正化を図ることとする。

(1) 災害調査の対象とする災害、事故について

災害調査の対象とする災害、事故は、次に掲げるものとするが、重大災害以外の交通事故等

であって、明らかに当該事業場における安全衛生管理と関係の稀薄なものについては、原則と

して調査の対象としないこと。

死亡災害および重大災害イ死亡，

Ⅱ■■■

p 上記イ以外の労働基準法施行規則別表第2の身体障害等級表の第7級以上に掲げる身体障

害を伴う災害と認められるもの。

ハ上記イおよびロ以外の休業■■■以上の災害

二休業■以上の下記の中毒または障害(疑いのある場合を含む。 ）

（イ）すべての有害物質による中毒

（ロ）電離放射線による障害

（ハ）高気圧障害(圧気工法にかかるものに限る。 ）

（二）酸素欠乏症

ホエ場から排出された有害物質が原因で環境汚染が生じ、社会的な問題となったもの。

へ下記の事故

（イ）労働安全衛生規則第96条に掲げる事故

（火災については、化学工業における火災または修理もしくはぎ装中の船内火災に限

る。 ）

（ロ）ボイラーおよび圧力容器安全規則第36条、第71条、第90条、第96条に掲げる事故

（ハ） クレーン等安全規則第247条各号に掲げる事故

（二）ゴンドラ安全規則第37条各号に掲げる事故

（ホ）第p類物質の■■漏えい事故

（へ）電離放射線障害防止規則第42条第3号に掲げる事故

調査事項について

災害調査復命書に掲げる事項について調査するものとするが、調査にあたっては、作業方法、

作業手順、作業面(作業箇所)、事故の型、加害物、起因物、不安全な状態、不安全な行動等を

詳細に調査して原因を究明すること。

なお、別添「災害調査に際しての留意事項」を参考にして、的確な調査の実施に努めること。

災害調査等の実施について

前記(1)イ、二、ホまたはへの災害、事故については、は握次第直ちに(ただし、 このうち慢

性のものおよびホについては、は握時期に応じすみやかに)、災害発生事業場におもむき災害

調査を実施すること。

また、 (1)、 ロまたはハの災害については災害のは握時期、災害の型、違反の状況等に応じ

効果ある災害調査または災害時監督指導を行なうこと。
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災害調査等の復命については、原則として災害調査復命書によることとするが、 (1)のロま

たはハの災害について災害時監督を実施した場合は災害調査復命書の記載を省略し、監督復命

書に災害原因を附記すること。なお、災害調査等の実施にあたっては、当該災害等の原因に徴

し、法違反についての是正措置を講ずることはもとより、当該企業の安全衛生管理活動の促進

のための監督指導をあわせて行なうべきことはいうまでもないこと。

(4) 災害調査復命書の送付について

次の災害、事故に係る災害調査復命書については、その復命書の写1部を本省に送付するこ

ととするが、他の災害、事故に係る災害調査復命書についても、適宜、送付を要請することが

あるので、平素より保存等につき配慮すること。

イ死亡災害のうち次のもの

（イ）

（ロ）

（ハ） ｜

（二） ｜

（ホ）

（へ） ｜

（ト）

（チ）

ロ上記(1)、二、ホ、およびへに掲げるもの、 （へについては、 （イ）のうち石油精製業もしく

は石油化学コンビナート地区の企業における火災または爆発の事故、 （ロ)、 （ハ)、 （ホ)、お

よび(へ)に限る。 ）

（5） 調査等の記録について

災害の発生状況とこれに対する災害調査の実施状況およびその後の処理経過を明らかにす

るため災害調査等処理経過簿を署および局に備えつけることとする。
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災害調査に際しての留意事項

1. 爆発災害
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高温の物との接触災害
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3． 足場からのつい落災害
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（2）

（3） ｜
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4． 士砂崩壊災害
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木材加工用機械災害6
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9． クレーン災害
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10. 車両系建設機械災害

(1) ｜
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(6) ｜
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(11) |

(12) |(12) | |

11.建設工事用軌道装置災害

(1)
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12.感電災害
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（8） ｜
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13.有害物等による中毒(酸素欠乏症を含む。 ）等
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その他特記すべき事項

電離放射線による障害
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その他特記すべ事項

高気圧障害(圧気工法にかかるものに限る。 ）
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(7) その他特記すべき事項
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専門菅帝－ 起
因

弓
名
一
署
名

署 長|次 長l雲・淫畷』員皇署 長

災害調査復命書磯
’ 故

の

業の■
号

別

事業場名

労災

関係

加入の有・鯖

非適用

親堀堂蝿名
元方事業喝名 <発注者名 〕

所在地所在地

代表者
職氏名

代表者
職氏名

1緯括安全衛生管理者職氏名 5統括安全衛生責任者職氏名

2安全管理者または衛生管理者職氏名 6安全衛生貴任者職氏名
安全衛生

管理体制 3産業医氏名 7 安全委貝会または衛生委員会 有・無

4 作業主任者、作業拒揮者駈氏名

労働者数
男 名女 名計 名

（鋸こ内は年） （ ） 〔 ） （ ）

’3和 隼 月 日〈 睡日)午： 感 分
<死亡 名．行方不明 名、休業 名）

休業見込
験勤続 出糠・一般傷害の部位および傷病名日数およ
数年数 の別ぴ死亡

鱸簡｜ 時 分～ 時 分
発生年

災害発生地 月日時

波 災 〃状 況

被害者氏名 年令職 種径年

出稼・一般

出稼・一般

出稼・一般｜ ’
発 生 状 況、 原 因 等 の 概 況
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〔災害発生状況の詳細〕

今ロー画■■由■■■■■＝ロロロ■■■■ローｰ■凸凸凸一今＝ｰ争凸一画画一鋒一園吟函甸痢畦■

P■■■■覗守■■咽＝一画＝－ｰ一七一ザーザ■画窺や■げけ■■

■専円■＝守一▼■弔回子■■F寺■け■ず■■■■ ■■■■邑丁■■■旬■■■
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〔災害発生の原弱、防止のために窯fべき対策等の詳細〕
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